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ダイオキシン汚染から人と街を守るため

・・ 外焼 却（ Ｓ焼 き） はや めま しょう
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平成１６年５Ｊｉ　１８ 日から「廃棄物の処ミＲび清掃に関する法律」の
※昭和４５年法律１３７号

一部が改にＥされ、一定の例外を除いて野外で廃棄物を焼却した
※法第１ ６条の２

場合 、罰 則（直罰 で５年な下の懲役 、１ ，０００ 万Ｆ９な下の罰金又は
※法第２５条　　　　　　　　　　　　　　　　・

この併科）が課せられます。

詳しくは、次のところへお問い合わせ下さい。

・ｋ　！ｉ１庫県淡路りＲＲ局環境課 Ｓ２６－ ２０７２　　 東南あわじ市　　 環境課ａ４３ －５ ２１４
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○地回に穴を揖つての焼却
ｌ

○ドラム缶や簡易焼却炉での焼却

○その他一般廃棄物処３１基準を満たさない施設での焼却

①－Ｓ廃・９１１１１あ準等にａｌつて６・うＳＩＳの焼ま１］※Ｈ１４環境省令
ｉＳａ・り入れ口ａびＳＳ先端なめに焼却ａ備ｌ大Ｉ とき気とが接することがＳく、 素焼きに於けるガスのＳ度が摂氏８００度な上の

状態で廃棄物を焼却できること。ｉｌｌに必Ｗな：ｌのきｊＫのａ風がｆｉわれるものである。タ１ヽ気と：崔屬Ｘされた状Ｓで、定・ずつ廃棄

物をｌ焼まに■入することができるものである。 Ｓｉｌ】ま中のＳＳガスのａまをｌ定するための装Ｗが設けられているごと。

燃焼ガスのＳ度を保つために必Ｓな助燃装ｌｌが設けられている。 な上の構造で環境大臣が定める方法セの焼却

②ｆｔｌ！のま令又はこれにあづくタ１９により ぞｉう廃棄物の焼４１
家畜京染病予Ｓ法に基づくｌ畜ｉＥ体の焼却ａび、森林病害虫等防除法による抜倒ＳＳした枝条や樹皮の焼却

③そのｆｉａ令で定められた廃ＳＩＩの焼１１１１］　 ※法施行令第１４条
Ｑ益上若しくは社会の憤習上やむを得ない廃棄物の焼却又は、 扁ｌ ｉＺ！ｌｌｌ域のを活環境に４える影響が軽微であるものとし

黒煙が出るようなビニール類の焼却やダイオキシンの発ま原因になる物質を含まないまの ようなものの焼却

ｉ・ 国又は地方・１１共回体がその施設の管１１をｆｉうために必Ｓなもの

ｊ【例】　 ５１１１ Ｊ１ １で伐採した草木 ・海岸のＳ着物（ビどール等は＝Ｆ ｉｌ）

１・ＪＩ害の予防、１む急対策、復｜日のために必Ｓなもの　、
【例】　 ｉｌ路管！１１のためにｌ！定した枝条 ・消大訓練・ 台風によりｊＭＩした木くず等

・ａｇｌＳや宗Ｓ１６Ｓなもの
【例】　 門松やしめ縄の焼却・塔婆や護摩の供養焼き

・農業、 林業、素案を営む上でやむを得ないもの
【例】　 Ｅ日 んぽの畔焼き ・稲わら焼き ・伐採した枝条等の焼却・漂着物の焼却 （ビニール等はぞ・）

ｊ・ たき央その｛ｔ！！、 日常！ＥＩＥ活を営む上で通常ｆｉわれる廃棄物め焼却で軽微なもの

【例 】　 落ち葉一 木枝

ａし、煙や匂い等で近所に迷惑を及ぼす恐れが無いこ と　’

ＩＦＦ焼きを発ｊｌしたらな下の事項をＳヽかる範囲でお知らせ下さい。

①ａＳ者のａｌ・ ¶ｌｌ■・ｇ　 ａＳきの情報は決して夕ｉヽ部にはｉしません

②・生日 １４ｊＳま

③素生場ｉ・

④焼ま１１しているＳのｌ類

⑤吸．の を・ をＪい

⑥ｆｉ奏者に関する情報

継続して行われているか
１

住所や目標物の４Ｓ称など
Ｉ

ま庭ごみ ・産業廃棄物など

！ＩＥゴミ系かビニール系の匂いかなど

住所、ａ，名 、できれば写真やビデオ等の証拠になるもの

が４庫県淡路 ！！ＲＲＪ回５環境課 ａ２６－ ２０７２ 呶南あわじ市 環境課ａ４３ －５，Ｚ １４
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